
保安規定
の条番号

指摘・コメント事項

１
14　5.経営者
等の責任

「要領書、手順書等保安に関する文書について、重要度に応じて定める」、「文書の位置付けが明確
にされていること」が読み取れないため確認。

２ 2．は、第2条　適用及び遵守、第41条　核燃料物質の管理　で読み取れるのか確認。
１ 14～
２ 14～
３ 14～
４ 14～
５

３号 職務と組織 １ 4、5
１ 7
２ 8 必要な権限、組織上の位置付けは何項で読むのか確認。
３ 9 上位者との独立性確保されているのか確認。
１ 84
２ 84
３ 84 実施状況の確認はどのように確認するか。
４ 84 保安教育内容の見直しの頻度について確認。
１ 26
２ 施設の操作、管理に係る組織内の規程を定めることを定めた規定について確認。
３ 31
４ 30 引き継ぎ時に実施すべき事項として理解して良いか。

５ 操作前、操作後に確認すべき事項、操作に必要な事項に係る規定について確認。

６
76、77、78、
79、80、81、
82、83

７ 10、11
１ 49、51
２ 51
３ 49、50、52
４ 54
５ 55
６ 56
７ 37、38、39、

８ 保全区域の設定がなく、管理措置の定めがないので確認。

９ 53

ＪＡＥＡ人形峠加工施設保安規定指摘・コメント表

４号 核取主務者

審査基準の条項番号
（規則第８条第１項）

１号 体制

２号 QMS

５号 保安教育

６号 確認、体制、異状
時の措置

７号 管理区域、保全区
域、周辺監視区域
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保安規定
の条番号

指摘・コメント事項
審査基準の条項番号
（規則第８条第１項）

１０ 役務者に遵守させる放射線防護に係る措置の規定について確認。

１ 44、46、66

２ 66

１ 60
２ 61
３ 62、64、65
４ 65

５ 管理区域内の汚染のおそれのない区域への物品の移動に係る措置について確認。

６ 38、39

７ 運転中加工施設としては、クリアランスやらないので、係る規定は不要という判断なのか確認。

８ 48条の2

９ 汚染拡大に係る放射線防護上の措置の規定について確認。

１ 66
２ 66

１
31、41の2、
37、38、39

２ 43
１ 47
２ 43
３ 43
４ 46
５ 44

６
土壌、海水、作物等の環境モニタリングの実施を求めるもの。周辺監視区域境界での測定を求めた
ものではない。

７ 44、46
１ 76、77、78、
２ 緊急時における操作に係る組織内規定類に係る規定について確認。
３ 78
４ 83
５ 80、81、82

８号 排気監視設備、排
水監視設備

１０号 放射線測定器の
管理、測定の方法

９号 線量、線量等量、
汚染の除去

１１号 受け払い、運搬、
貯蔵

１２号 廃棄物の廃棄

１３号 非常時の処置
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保安規定
の条番号

指摘・コメント事項
審査基準の条項番号
（規則第８条第１項）

６ 59、63
７ 63
８ 82
９ 84
１(1) 75、75の2
１(2) 75の2、84
１(3) 75の2
１(4) 75の2
１ 86
２ 86
３ 87
４ 87
５ 事故故障に準じる重大な事象の具体的な明記について確認。

１６号 施設管理
１

69、69の2、69
の3、69の4、
69の5

「運用ガイド」に沿って規定されたことを確認する。

２ 経年劣化の評価に係る手順、体制の整備について確認。

３ 長期施設管理方針の策定について確認。

４ （事業変更許可申請書への添付資料に係る記載）

５ 長期施設管理方針等の内容について確認。

６
70、71、72、
74、74の2、74
の3

１７号 技術情報共有 １ 14　8.5.3
１ 14　8.3
２ 14　8.3
１
２ 1

１４号 設計想定事象　保
全措置

１５号 記録、報告

１８号 不適合情報公開

１９号 その他

：審査基準に新規で加わった項目。

3


